
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について（概要） 

 

厚生労働省人材開発統括官付 

企業内人材開発支援室 

 

１．改正の趣旨 

○ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 63 条及び雇用保険法施行規則（昭和 50 年労

働省令第３号）第 125 条の規定に基づき、人材開発支援助成金として、事業主等が雇用す

る労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業

訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成して

いる。 

○ 当該助成金のうち、雇用保険法施行規則附則第 35 条の規定による「事業展開等リスキ

リング支援コース助成金」は、現行制度において、企業内における新たな事業の創出等の

事業展開等の業務に労働者を従事させることに伴い、当該労働者に必要となる知識又は技

能を習得させるための職業訓練等を助成対象としているところ。 

○ 今般、企業が限られた人材での生産性向上及び恒常的な賃上げを実現するために、企業

における将来を見据えた計画的な人材育成を支援していく必要があることから、「事業展

開等リスキリング支援コース助成金」の助成対象を拡大する。 

 

２．改正の概要 

○ 雇用保険法施行規則附則第 35 条第２項を改正し、人材開発支援助成金のうち「事業展

開等リスキリング支援コース助成金」について、労働者が今後従事することが予定される

職務に関連する知識又は技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合についても

助成対象に加える。 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．根拠条項 

○ 雇用保険法第 63 条第２項  

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和８年１月下旬（予定） 

○ 施行期日：令和８年２月上旬（予定） 

 


